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胃がん検診（内視鏡検査）
【実施内容】

検診名 対象者 検査内容 自己負担金

胃内視鏡検査

神戸市内に住民登録が
あり、かつ当該年度に
50 歳以上の偶数歳の
誕生日を迎える者

（対象者年齢早見表〔P.11〕）

問診
胃内視鏡検査

2,000 円

【実施方法】
※胃がん検診（内視鏡検査）の実施にあたっては、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル2024
年度版」（日本消化器がん検診学会発行）・「検診・健康診査実施要網」及び「胃がん検診（内視鏡検
査実施要領）」に準じて行ってください。

１．電話による予約受付
（１）市民から「神戸市がん検診」の受診予約があった場合、対象者であるか口頭で確認したうえで、

予約受付をしてください。
（２）予約時に、「条件によっては自己負担金が無料となる場合がある」（３．費用の徴収（２）参照）

と伝えたうえで、詳細は神戸市ホームページを確認するよう案内してください。
※受診後に、無料受診券対象者（市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の方）から、自己
負担金の還付を求めるケースが多数発生しております。予約時に「手続きが必要な旨を伝えて
もらいたかった。」とのことですので、案内を行ってください。

※神戸市がん検診は対象年度中に１回のみ受診可能です。2回目以降の受診は神戸市がん検診自体
の対象外となり、市制度での受付ができませんのでご注意ください。

２．当日受付
（１）受診者からのマイナンバーカードなどの提示により、受診対象年齢（早見表〔P11〕、胃がん検診

内視鏡検査）実施要領〔 〕）に該当することを確認してください。
※無料対象者（３．費用の徴収（２）参照）についても、要件の確認を行ってください。

（２）検査の方法や利益・不利益などについて十分な説明を行い、同意書〔P.19〕を作成してください。
（３）胃がん検診（内視鏡検査）受診票（５枚複写）〔P.20～P.24〕

 料金の取扱い欄の該当する区分にチェック✔を記入してください。
 氏名（カナ・漢字）・住所・生年月日等を記入してください。（複写になりますので、筆圧は強
く記入してください）

（４）受診者への説明資料（項目については、胃がん検診のためのチェックリスト〔P.40~42〕参照）
を受診者へ渡してください。神戸市作成のちらし「胃がん検診（内視鏡検査）を受診される方
へ」〔P.46~47〕もありますのでご利用ください。（医療機関独自で作成いただいても構いません。）

P.32~39

－ 1 －－ 1 －
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３．費用の徴収
（１）自己負担金：2,000 円
（２）受診者のうち、自己負担金を徴収しない者は次のとおりです。

 当年度に 70 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える者
 市の発行する「胃がん検診（内視鏡検査）無料受診券」〔 〕を持参した者※

 生活保護適用証明書・生活保護法医療券を提示した者〔P.44~45〕
 特定中国残留邦人等支援給付制度受給者「本人確認証」「支援給付適用証明書」を提示した者
〔P44~45〕

※がん検診無料受診券の対象者は、市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯

４．問 診
胃がん検診（内視鏡検査）受診票の該当事項を聞き取りにより記入してください。

５．内視鏡検査
（１）撮影の基本原則

 粘膜面はガスコン水などで十分に洗って、粘液や泡などに覆われない状態で撮影します。
 胃内をくまなく撮影し、病巣がある場合はその性状が判別できる画像を記録してください。

（２）撮影方法
 受診者が左側臥位での検査を原則とします。
 胃内視鏡検診の観察範囲は食道・胃・十二指腸球部とし、悪性疾患の頻度の少ない十二指腸

下行部の観察は必須としません。
 撮影部位及びコマ数は「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル」に準じて食道・胃・

十二指腸を含めて、40～50 コマとします。
（３）提出について

 撮影後、２か月を過ぎて読影委員会に提出された場合、受付及び読影はできません。

６．読影体制
胃内視鏡検診の精度を一定に保つため、全件のダブルチェックが必須です。ダブルチェックは次

のいずれかの方法により行います。
（１）内視鏡画像を「神戸市胃がん検診読影委員会」に提出し、読影委員会の委員によるダブルチ

ェックを受ける（=「読影委員会へ提出する場合」〔P.6〕）
（２）検査を実施した医療機関において、検査医以外の専門医によるダブルチェックを受ける（=

「自院でダブルチェックする場合」〔P.7〕）
ただし、ダブルチェックを実施する医師は、次に定める条件のいずれかを満たしているものと
します。
（ア）日本消化器がん検診学会認定医の資格を有する医師
（イ）日本消化器内視鏡学会専門医の資格を有する医師

P.43

－ 2 －－ 2 －
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７．結果判定
（１）判定基準

「胃がんなし」「胃がん疑い」「胃がんあり」「胃がん以外の悪性病変」の 4 段階とし、胃潰瘍な
ど明らかな良性病変は「胃がんなし」、悪性病変であっても胃がんとは識別し「胃がん以外の悪性
病変」とします。

（２）生検 Ｑ＆Ａ３生検に関すること〔P.14〕参照
生検の有無について記載してください。

※生検を実施した場合は、「生検あり」にチェック及び Group を記載いただき、必ず生検結果を
受診票に添付してください。（受診票のご提出は生検の結果が返却されてからで構いません。）

（３）診断名及び事後指導
総合判定（二次読影）において、必要に応じて記載してください。特に、「胃がんなし」の場合

には、胃十二指腸潰瘍などの良性病変として治療あるいは経過観察が必要な病変、「胃がん以外の
悪性病変」としては、食道がん、悪性リンパ腫などがあり得ます。

（４）ピロリ菌感染
総合判定（二次読影）において、ピロリ菌感染が疑われた場合（ヘリコバクター感染「現感染」

「既感染」に該当）は「ピロリ菌感染疑いあり」にチェックを記載ください。また、「ピロリ菌感
染疑いあり」の場合は、受診者への結果説明の際にピロリ菌感染の疑いがある旨説明のうえ、医
療機関へ受診するようお勧めください。

（５）留意事項
内視鏡検査医と読影委員会の判定結果が異なる場合もありますが、原則ダブルチェックの判定

結果を最終判定としてください。

８．結果説明
（１）受診者には、総合判定に基づき、判定の結果を通知してください。〔P.24〕

結果通知は原則、検査医が対面で検査記録を提示しながら、その説明を行ってください。
（２）検診の結果、異常を認め精密検査または治療に進む必要があると判断された場合は、受診者に

対して精密検査依頼書兼結果報告書〔P.25〕を交付のうえ、精密検査の必要性について十分説明を
してください。（保険扱いで検査または治療することになります。）

９．偶発症の報告
偶発症が発生した場合は、「胃がん検診（内視鏡検査）偶発症報告様式」〔P.27〕を参考に必要事項

を記載し、１週間以内に神戸市医師会事務局（胃がん検診（内視鏡検査）読影室）へ提出してくだ
さい。検査の中断や処置（投薬、点滴、鼻出血処置など）、病院紹介など何らかの対応が必要であっ
た偶発症はすべて報告してください。

10．検診データの管理
胃内視鏡検査の記録（電子媒体など）及び受診票、同意書は、実施医療機関で５年間保管してく

ださい。

－ 3 －－ 3 －
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11．請 求
「読影委員会へ提出する場合」は、一次読影した結果を記入した「受診票」及び読影した画像を

書き込んだ「CD-ROM」を読影委員会（神戸市医師会）へ随時提出してください。
「自院でダブルチェックする場合」は、二次読影した結果を記入した「受診票」及び読影した画

像を書き込んだ「CD-ROM」を読影委員会（神戸市医師会）へ提出してください。（月末にまとめ
て提出いただいても構いません。）
これらをもって請求手続きとします。受診票の検診日、料金区分等の記入がないと、検診費用の

支払ができない場合があるので、記入漏れのないようにお願いします。
また、年度末(３月)の請求については、次月１０日までに市医師会事務局まで提出して下さい。

遅れると、検診費用の支払ができない場合がありますので、ご注意下さい。

【請求先】
市医師会事務局 〒650-0016 神戸市中央区橘通４丁目１番 20 号 TEL：078-351-1410 

【問い合わせ先】
市医師会事務局（胃がん検診（内視鏡検査）担当・読影室）TEL：078-367-1880 FAX：078-367-1881 

【帳票類が無くなった場合は】
市医師会医療センター 〒651-2103 神戸市西区学園西町４丁目２番 TEL：078-795-4848 

13．その他（注意事項）
（１）ピロリ菌に関すること

12．注　意

Ｑ＆Ａ４ピロリ菌に関すること〔P.15〕参照
①胃内視鏡検診でのピロリ菌感染診断について
胃内視鏡検診により胃炎の確定診断がなされ、ピロリ菌感染が疑われる受診者に対しては医師の

判断により医療保険を用いてピロリ菌の感染診断を行うことは可能です。その場合、抗体測定、尿
素呼気試験、糞便中抗原測定により検査を実施して下さい。
②生検の実施について
検診による偶発症発生のリスクを避けるため、ピロリ菌感染が疑われる場合に生検の実施は不可
としています。ピロリ菌感染疑い時に生検を実施した場合は神戸市胃内視鏡検診自体の対象外と
なり市制度での受付が出来ませんのでご注意下さい。

（２）鎮痛薬・鎮静薬の使用について Ｑ＆Ａ２－５〔P.13〕参照
検診による偶発症発生のリスクを避けるため、鎮痛薬・鎮静薬の使用は不可にしています。受診者

には鎮痛薬・鎮静薬の使用により偶発症のリスクがあることや鎮痛薬・鎮静薬を使用しなくても十分
な検査ができることを説明下さい。受診者が鎮痛薬・鎮静薬を希望する場合は、神戸市胃内視鏡検診
の対象外となります。

－ 4 －

　手引書・実施要領に記載の無い運用をされますと、検診費用が払われない可能性がございます。
各がん検診実施医療機関におかれましては、今一度ご確認をお願いいたします。
　ご不明点がございましたら、神戸市医師会事務局までお問い合わせください。

－ 4 －
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がん検診検査結果伝達対応について 
 
結果通知における問題発生を防止するため、以下の伝達対応を講じてください。 

 

第 1段階（対面説明）  

本人が結果説明のための来院を肯定的に承諾した場合、医療機関へ来院を促し、対面で結

果を説明する。 

第 2段階（書面郵送）  

連絡はつくものの、本人の来院が困難、または本人が来院を拒む場合、医療機関から当該

患者に対し、結果説明を封書で代替することへの同意を得た上で、結果報告書を郵送(信

書)する。 

第 3段階（複数回のアプローチと書面郵送） 

  本人への連絡がつきにくく、結果説明のための来院案内が困難な場合、１か月以内に複

数回(３回程度)の電話連絡を試みる。それでも連絡が取れない場合は、以下の通りとする。 

① 医療機関は、留守番電話のメッセージ機能が利用可能な場合は、留守番電話に「結

果の郵送を行う」旨を残して、検査結果を郵送(信書)する。（※郵送時の記載 参照） 

②神戸市医師会へ「結果報告通知不能による郵送対応」の報告を行う。 

最終段階（不達時の対応） 

第 3段階で送付した封書が「あて所に尋ねあたりません」または「保管期間経過のため返

還」となり、本人への通知が不可能であった場合、以下の対応を講じる。  

① 神戸市医師会に報告し指示を仰ぐ。（TEL 078-351-1410） 

② 神戸市医師会からの対応内容を確認し、今後患者が来診された際に結果説明が行える

よう、検診結果を保存する。（カルテの保存期間 5年間） 

 
※郵送対応を行った場合の記載方法 
① 胃がん検診（内視鏡検査）受診票 
 

 

 
 

 

－ 10 －



令和８年度（令和８年４月１日～令和９年３月31日）に50歳以上の偶数歳の誕生日を迎える方（２年度に１回）

年齢

50歳 昭和51(1976)年4月1日 ～ 昭和52(1977)年3月31日

52歳 昭和49(1974)年4月1日 ～ 昭和50(1975)年3月31日

54歳 昭和47(1972)年4月1日 ～ 昭和48(1973)年3月31日

56歳 昭和45(1970)年4月1日 ～ 昭和46(1971)年3月31日

58歳 昭和43(1968)年4月1日 ～ 昭和44(1969)年3月31日

60歳 昭和41(1966)年4月1日 ～ 昭和42(1967)年3月31日

62歳 昭和39(1964)年4月1日 ～ 昭和40(1965)年3月31日

64歳 昭和37(1962)年4月1日 ～ 昭和38(1963)年3月31日

66歳 昭和35(1960)年4月1日 ～ 昭和36(1961)年3月31日

68歳 昭和33(1958)年4月1日 ～ 昭和34(1959)年3月31日

★70歳 昭和31(1956)年4月1日 ～ 昭和32(1957)年3月31日

★72歳 昭和29(1954)年4月1日 ～ 昭和30(1955)年3月31日

★74歳 昭和27(1952)年4月1日 ～ 昭和28(1953)年3月31日

★76歳 昭和25(1950)年4月1日 ～ 昭和26(1951)年3月31日

★78歳 昭和23(1948)年4月1日 ～ 昭和24(1949)年3月31日

★80歳 昭和21(1946)年4月1日 ～ 昭和22(1947)年3月31日

: :

★70歳以上無料。当該年度に70歳の誕生日を迎える方も含む。

【令和８年度　神戸市胃がん検診（内視鏡検査）受診対象者 早見表】

生年月日

－ 11 －



胃がん内視鏡検査 Ｑ＆Ａ

１ 検診全般について

Ｑ１－１ どのような方が検診対象者ですか？
Ａ 市内に居住地を有する、当年度に 50 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える方が対象です。検診
対象の除外条件は、「実施要領 ３対象者」及び「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュア
ル2024の（以下、「マニュアル」という。）P23」をご覧ください。住所・年齢は受診票に記
入された内容で確認してください。

Ｑ１－２ 消化性潰瘍等胃疾患で受療中の者（ピロリ菌除菌中の者を含む）は検診の対象者に
なりますか？

Ａ 対象者から除外されます。（「実施要領 ３対象者」及び「マニュアル P23」参照）
Ｑ１－３ 消化剤、食道炎の薬等を内服中の方は検診対象になりますか？ また、以前、胃疾

患と診断されて治療していたが、現在は治療していないという場合は対象になります
か？

Ａ 「検診」は特定の病気を早期に発見し、早期に治療することを目的としています。
また、国のマニュアルにおいては、検診の対象は「胃疾患に関連する症状のない者」とさ

れており、治療中の方は保険で検査を受けることが好ましいと思われますが、厳密な除外は
求めず、実施医療機関のご判断により実施してください。

Ｑ１－４ 絶対除外の疾患は、胃全摘、ピロリ菌除菌中、消化性潰瘍のみと考えてよいでしょ
うか？

Ａ 絶対除外の疾患は、胃全摘、ピロリ菌除菌中、消化性潰瘍のみではありません。検診対象
の除外条件は、「実施要領 ３対象者」及び「マニュアル P23」をご覧ください。

Ｑ１－５ 検診間隔はどれくらいですか？ また、対象者は年度内に胃内視鏡検査と胃エック
ス線検査を両方受診できますか？

Ａ 胃内視鏡検査を受けることができるのは、２年度に１回、偶数歳の誕生日を迎える年度の
みです。胃エックス線検査は、毎年受診が可能ですが、胃内視鏡検査を受診した場合、翌年
度は胃内視鏡検査、胃エックス線検査ともに受診できません。（「実施要領 ４実施回数」参照）

Ｑ１－６ 検診料金はいくらですか？
Ａ 自己負担金は 2,000 円です。ただし、自己負担金免除の方は、他のがん検診と同様、下記
の方です。確認方法等詳細は「３．費用の徴収」をご覧ください。

①70 歳以上の方（当該年度 70 歳以上の方を含む）、②神戸市の発行する「胃がん検診無料受診
券」を持参した方、③生活保護受給者、④特定中国残留邦人支援給付受給者

Ｑ１－７ 委託料の中には何が含まれていますか？
Ａ 委託料の中に、初診料、再診料、検査料、粘膜点墨法加算、薬剤費、CD-ROM 代が含ま
れています。

Ｑ１－８ 患者が特定健診と胃がん検診を同日に実施希望していますが、同日に施行してもよ
ろしいでしょうか？

Ａ 可能です。がん検診受託医療機関では、がん検診、特定健診など患者の身体的負担、来院
等を考慮して、できるだけまとめて実施しているところが多く見受けられますので、同日に
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施行していただいても問題ありません。
Ｑ１－９ 術後胃の方が胃内視鏡検診を希望しているが、受付可能か？

A 胃全摘術後の方は検診対象者から除外されますが、胃部分摘除後の方は経過観察中以外は
症状がなければ対象ですので、医療機関の判断で実施可否を検討ください。

２ 検査前に関すること

Ｑ２－１ 検診対象者からの同意書は必要ですか？
Ａ 検診を受けようとする者から申し出があった場合、対象者であることを確認するとともに、
事前に検査内容及び偶発症について説明を行い、必ず同意書を受理し、保管するようにして
ください。

Ｑ２－２ 同意書の説明は、看護師等が代わりに説明してもよろしいか？また、代理で説明し
た場合、医師名の横に代理で説明した者の署名が必要ですか？

Ａ 同意書の説明は、患者ががん検診を受診するにあたり、説明ができる者であれば、看護師、
事務員でも可能です。医師名横に代理説明者の署名は不要です。

Ｑ２－３ 経口内視鏡、経鼻内視鏡のどちらの検査が対象ですか？
Ａ どちらの検査も対象です。最終的には医師の判断にてご本人の負担が少ないほうの選択に
なりますが、患者とご相談のうえ実施してください。

Ｑ２－４ 胃内視鏡検査を行うときに、鎮痙剤（ブスコパンなど）を使っていいでしょうか？
Ａ 鎮痙剤（ブスコパンなど）の使用は可能です。しかし、緑内障、前立腺肥大症等の疾患を
有する方には使用できません。（「マニュアル P31」参照）

Ｑ２－５ 受診者から鎮痛薬・鎮静薬使用の依頼がありましたが、使用していいでしょうか？
Ａ 胃内視鏡検査では鎮痛薬、鎮静薬を使用しないこととなっています。受診者には、鎮痛薬、
鎮静薬の使用により偶発症のリスクがあることや、鎮痛薬、鎮静薬を使用しなくても十分な
検査ができることなどを説明し、偶発症のリスクを避けるため、鎮痛薬、鎮静薬を使用せず
に検査を実施してください。（「マニュアル P31」参照）

Ｑ２－６ 内視鏡検査を実施するにあたり、抗血栓薬服用者は休薬する必要がありますか？
Ａ 抗血栓薬服用中の受診者への胃内視鏡検査では、抗血栓薬による出血リスクと休薬による
血栓塞栓症発症のリスクの両方に配慮する必要があります。「抗血栓薬服用者に対する消化器
内視鏡診療ガイドライン」及び「直接経口抗凝固薬（DOAC）を含めた抗凝固薬に関する追
補 2017」に従い、適切に対応してください。

Ｑ２－７ 胃内視鏡検査では事前に感染症の検査が必要ですか？
Ａ 事前の感染症検査は不要です。ただし、内視鏡は正しく洗浄・消毒されていることが前提
で、適切な方法を遵守する必要があります。内視鏡の洗浄・消毒方法は適切な用手洗浄の後
に、自動洗浄消毒機による再度の洗浄・消毒を実施してください。（「マニュアル P39」参照）

Ｑ２－８ 内視鏡の洗浄は従来どおり手洗いだけで行っていますが、胃内視鏡検査を受託する
ためには、洗浄機の購入が必要でしょうか？

Ａ 胃内視鏡の洗浄は、標準的な方法による手洗いだけでは十分な洗浄ができません。
適切な用手洗浄の後に自動洗浄機による再度の洗浄・消毒を行ってください。胃内視鏡検

査を安全に行うためには、洗浄機は必須です。
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Ｑ２－９ 自動洗浄機の消毒液は、高水準消毒液でなければいけませんか？
Ａ マニュアルでは、「高水準消毒液を使用し」とされており、高水準消毒液を使用することが
望ましいです。

Ｑ２－10 胃内視鏡検査当日、採血、投薬等があった場合、初診料や再診料は算定できますか？
できる場合、コメントをどのように記載すればよろしいか？

Ａ 胃内視鏡検査実施に関する委託単価に初診料・再診料が含まれているため、初診料・再診
料は請求できません。保険請求の際、診療報酬明細書の摘要欄に、「○月○日に神戸市胃がん
検診を実施」と記載して提出してください。

３ 生検に関すること

Ｑ３－１ 胃内視鏡検査を実施中に「胃がん疑い」の病変を発見しました。その場で生検を行
うことはできますか？

Ａ 胃内視鏡検査実施中でも、その場で生検を行うことは可能です。このため、受診者には検
査前に生検の可能性があること、その場合、生検については医療保険適用の対象となり、自
己負担が生じることを説明してください。また、食道、十二指腸に関しても悪性病変を疑う
場合は生検の実施は可能です。ただし、生検を行うのは、「胃がん疑い」が濃厚な場合とし、
安易に生検を行わないようにしてください。

Ｑ３－２ 生検に移行する場合に備え、あらかじめ説明しておく必要がありますか？
Ａ 生検は医療保険給付の対象となりますので、あらかじめ検診の自己負担額のほかに、生検
実施に対する保険診療の自己負担額（１臓器で 1,500 円～4,000 円程度、胃と食道など２臓器
の場合は 4,000 円を超える場合があります）が追加される可能性があることを受診者に説明
し、同意を得てください。

Ｑ３－３ 生検が必要なのはどのようなときですか？
Ａ 生検は腫瘍性病変が想定される場合のみになります。内視鏡を使用した手術は検診対象に
なりませんのでご注意ください。

Ｑ３－４ 病変を見やすくするため、色素散布を使用することは可能ですか？ また、色素散
布等を施した場合、加算の項目のみを保険請求できますか？

Ａ 検診に引き続いて生検を実施する場合には、色素散布を行うことは可能です。（「マニュア
ル P35」参照）ただし、粘膜点墨法加算が検診費用に含まれているため、保険請求はできま
せん。

Ｑ３－５ 生検実施後、保険請求するときに診療報酬明細書にはどのように記載すればよいで
すか？ また、現在通院中の患者が生検実施した場合、保険請求できますか？

Ａ 保険請求の際、診療報酬明細書の摘要欄に、「○月○日に神戸市胃がん検診を実施」と記載
して提出してください。
また、現在通院中の患者についても保険請求はできますが、胃内視鏡検査実施に関する委託
単価に初再診料が含まれているため再診料は請求できませんので、上記波線部の文言を記載
して提出してください。
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４ ピロリ菌感染に関すること

Ｑ４－１ ピロリ菌感染が疑われる場合に、生検を実施してもよろしいか？
Ａ 検診による偶発症発生のリスクを避けるため、ピロリ菌感染が疑われる場合に生検の実施
は不可としています。ピロリ菌感染疑い時に生検を実施した場合は神戸市胃内視鏡検診自体
の対象外となり市制度での受付が出来ませんのでご注意下さい。
（悪性病変が疑われた場合の生検の実施は可能ですが、ピロリ菌感染を目的とした生検は認
められません。）

Ｑ４－２ 胃内視鏡検査でピロリ菌感染を認めた場合、ピロリ菌の感染診断を保険請求するこ
とはできますか？

Ａ 胃内視鏡検査により胃炎の確定診断がなされ、ピロリ感染が疑われる受診者に対しては医
師の判断により医療保険を用いてピロリ菌の感染診断を行うことは可能です。その場合、検
診による偶発症のリスクを避けるため、抗体測定、尿素呼気試験、糞便中抗原測定により検
査を実施してください。

Ｑ４－３ 受診者が希望する場合、胃内視鏡検査のオプションとしてピロリ菌感染検査を行っ
てもよろしいか？

A オプションとしてピロリ菌感染検査を行うことは可能ですが、内視鏡検査により胃炎が確
定されない場合は保険適用されず、ピロリ菌感染検査に係る費用は全額自己負担となること
を説明し同意を得てください。また、本市の胃内視鏡検査と同時に迅速ウレアーゼ試験等の
侵襲的なピロリ菌感染検査を行うことはできません。

５ 一次読影に関すること

Ｑ５－１ 食物残渣が多少あり判定出来ない箇所があるが、一次読影医師が判定基準をチェッ
クする際に、どう判定すればよいのですか。

Ａ 患者様に「食物残渣により判定不能箇所がある」ことを伝えて、判定出来る範囲で判定し
て下さい。その場合、受診票の一次判定欄に「食物残渣による判定不能箇所あり」を記入し
てください。

Ｑ５－２ 食物残渣が多量にあり判定が難しい場合、一次読影医師が判定基準をチェックする際
に、どの場所にチェックすればよいでしょうか? 

Ａ 「胃がんなし」にチェックを入れ、受診票の一次判定欄に「食物残渣による判定不能」を
記入してください。

６ 二重読影に関すること

Ｑ６－１ 全件、二重読影が必要ですか？
Ａ 質の高い胃内視鏡検査を行うためには全症例をダブルチェックすることが必要です。

一部の抜き取り調査を行うだけでは不十分ですので、（検査医が専門医であるかどうかに関
わらず）必ずダブルチェックを行ってください。（「マニュアル P18～22」参照）
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Ｑ６－２ 二重読影を行う医師は誰でもよいのでしょうか？
Ａ 二重読影を実施する医師は、次に定める条件のいずれかを満たしていることが条件になり
ます。

(1) 日本消化器がん検診学会（胃）認定医の資格を有する医師
(2) 日本消化器内視鏡学会専門医の資格を有する医師
(3) 日本消化器病学会専門医

Ｑ６－３ 消化器病学会専門医であれば、二重読影を実施することはできますか？
Ａ できません。二重読影を実施する医師は、原則として日本消化器がん検診学会（胃）認定
医または、日本消化器内視鏡学会専門医の資格を有する医師とされています。

Ｑ６－４ 院内で二重読影を行う医師の確保ができません。どのようにすればよいですか？
Ａ 院内で複数名の専門医等が不在のため二重読影ができない場合、神戸市医師会に設置して
いる読影委員会において二重読影を実施することになります。

Ｑ６－５ 読影委員会での二重読影を依頼する場合、どのようにすればよろしいか？
Ａ 検診実施医療機関は一次読影を実施後、「受診票」に問診内容及び一次読影結果を記入し、

読影した画像を CD-ROM に書き込んで、「受診票」と CD-ROM をセットして、神戸市医
師会医療センター(TEL:078-795-4848)に提出して下さい。
二次読影結果については、神戸市医師会医療センターを通じて、一次読影医療機関に配送さ
れます。

Ｑ６－６ 読影委員会へのデータの提出はＵＳＢでも可能ですか？ また、画像はフィルムで
も可能ですか？

Ａ ＵＳＢ、ＣＤ－ＲＷ、ＳＤカード等、書込み可能な媒体はコンピュータウイルス感染の危
険性があり、不可です。データ保存媒体は CD-ROM に限ります。また、フィルム等での画
像提出も不可です。なお、CD-ROM 購入費は胃内視鏡検査実施に係る委託単価に含まれて
います。

Ｑ６－７ 読影委員会に提出する画像データのファイル形式に指定はありますか？
Ａ 二重読影用の画像ファイルについては、ＪＰＥＧ、ＤＩＣＯＭに対応しています。

二重読影の保存画像についてはサイズにより精度が大きく異なることから、オリジナル画
像又はそれに近い画像での提供が望ましく、概ねの圧縮率など、「データ等に関する注意事項」
をご参照ください。

Ｑ６－８ 胃内視鏡検査医により、内視鏡記録画像の枚数が異なりますが、画像の標準化は必
要でしょうか？

Ａ 内視鏡検査では、胃の中を網羅的に観察することが重要です。多くの画像を撮っていても、
すべての部位を網羅していなければ十分な診断はできません。食道、胃、十二指腸を含めて
必要な部位を欠かさず、１回あたり 40～50 枚の画像を撮影（「マニュアル P33」参照）して
ください。

Ｑ６－９ 自院で二重読影を行う場合、画像評価欄の記載は必要ですか？
Ａ 二重読影は主として正しい診断を行うことが目的となります。検査医の技量の改善、画像
機器の点検等に役立てていただくため、画像点検の評価結果によって改善の必要のある検診
施設については、読影委員会より別途お知らせいたします。そのため、画像評価欄には必ず
記載して下さい。
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Ａ 胃内視鏡検査施行時には病変が認識できない場合でも、ダブルチェックで「胃がん疑い」
の病変が見つかる場合はあります。検査終了直後の説明では、ダブルチェックにより判定結
果が変わる可能性があることを説明してください。

Ｑ６－11 食物残渣、画像不鮮明などの場合、二次読影医師が判定基準をチェックする際に、
どの場所にチェックすればよいでしょうか？

Ａ 「胃がんなし」にチェックを入れ、「診断名」に「画像不鮮明等により再検査」を記入して
ください。

Ｑ６－12 生検結果は二次読影に出す必要はありますか？
Ａ 胃内視鏡検査は全症例をダブルチェックすることが必須となっており、二重読影の総合判
定については、二次読影医師が生検の結果を踏まえながら記載します。生検結果の添付がな
い場合、総合判定の判定基準並びに事後指導に対してチェックができないことから、生検を
実施した施設については必ず生検結果を添付してください。

７ 検査結果に関すること

Ｑ７－１ 胃内視鏡検査結果の「要精検」はどのように定義されますか？
Ａ 胃内視鏡検査の判定結果が「生検あり」「再検査あり」が再検査（要精密検査）に相当しま
す。（「マニュアル P53」参照）

Ｑ７－２ 胃内視鏡検査で偶発症が起こった場合には、どのような対応が必要でしょうか？
Ａ 胃内視鏡検査の偶発症は、頻度の高い鼻出血や、穿孔などの重篤で入院を要する場合など
様々です。既往歴、検査歴、服用薬（特に抗血栓薬）など偶発症を意識した問診を行い、各
施設が実情に合わせて適切な対応マニュアルを整備し、緊急時に備えてください。また、偶
発症が発生した場合は、「胃がん検診（内視鏡検査）偶発症報告様式」（様式５）に必要事項
を記入し、1 週間以内に神戸市胃内視鏡検診運営委員会（事務局；神戸市保健所保健課）へ
提出してください。（「マニュアル（2015）P71～P74」および「マニュアル2024、P40、P62」参照）

Ｑ７－３ 偶発症が発生した場合、医療費は医療機関の負担になりますか？
Ａ 合併症・偶発症が発生した場合、その際の医療費は通常の保険診療で行うことになり、受
診者に自己負担が生じます。同意書の説明時にその旨補足して説明してください。

Ｑ７－４ 検診当日の終了後に、対面で画像を見せて全員に結果を説明する義務はあります
か？

Ａ 生検を実施した場合は、結果が出てからの通知となりますが、当日、可能な限り検査結果
について医師による説明をお願いします。

Ｑ７－５ 一次読影において、明らかに「胃がんあり」と判断されるような病変が確認できた
場合でもダブルチェックを経てから結果説明を行うのですか？

Ａ 一次読影において、明らかに「胃がんあり」と診断され、生検を行った場合は、生検結果
を基に一次読影医療機関にて結果説明を行ってください。生検を実施せず、二次読影を依頼
する場合は、ダブルチェックの結果を経て結果説明を行います。

－ 16 －

Ｑ６－10 胃内視鏡検査実施時には「胃がんなし」と判定しましたが、ダブルチェックで「胃
がん疑い」が指摘されました。受診者にはどのように説明すればいいでしょうか？
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Ｑ７－６ 生検を行い、検診実施医療機関から精密検査医療機関に直接精密検査を依頼した場
合、情報提供料は請求できるのか？

Ａ 生検は医療保険給付の対象となりますので、精密検査を依頼するうえでの情報提供料も医
療保険給付にて請求いただくこととなります。

Ｑ７－７ 受診者への説明はどこまで行うべきか？
Ａ 胃がん有・無以外にも胃炎や潰瘍など、施行の範囲で出来る限りの説明をお願いします。
必要に応じて、受診票の「診断名及び事後指導」の欄に記載をしてください。

Ｑ７－８ 受診票の「ピロリ菌感染疑いあり」の項目はどのような取扱いか？
Ａ 二次読影の総合判定時に、ピロリ菌感染が疑われた場合（ヘリコバクター感染「現感染」
「既感染」に該当）は「ピロリ菌感染疑いあり」にチェックを記載ください。
また、「ピロリ菌感染疑いあり」場合は、受診者への結果説明の際にピロリ菌感染の疑いが
ある旨説明のうえ、医療機関へ受診するようお勧めください。

８ 精度管理に関すること

Ｑ８－１ 胃内視鏡検診精度管理講習会には参加が必要ですか？
Ａ 胃内視鏡検査に必要な知識を取得し、スキルアップを図るために胃がん検診指定医療機関
は定期的（毎年2月～4月頃）に開催される胃内視鏡検診精度管理講習会へ必ず参加してくだ
さい。
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検診・健康診査実施要綱  
１ 目 的 

  この要綱は市民の疾病の予防及び健康の保持及び介護予防に寄与することを目的として、健康

増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 19 条の２に基づく検診・健康診査事業を適切に実施するた

めに必要な事項を定める。 

 

２ 実施主体 

  この事業は神戸市健康局、神戸市福祉局が行う。 

 

３ 事業内容 

  この事業の内容は、次のとおりとする。 

 ア 歯周病検診 

 イ 肝炎ウイルス検診 

 ウ 健康診査（神戸市健康診査、後期高齢者健康診査を含む。） 

 エ 40 歳総合健診（ア及びがん検診<胃内視鏡検査を除く>） 

 オ がん検診  （胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、 

口腔がん検診） 

 カ アからオの検診・健康診査の結果に基づく指導 

  

４ 対象者  

(1) この要綱に定める各事業の対象者は下記に該当する市民とする。 

ア 歯周病検診は、当該年度に 40 歳を迎える者及び当該年度の４月 1 日現在で 50 歳、60 歳とな

っている者 

イ 肝炎ウイルス検診は、これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことがない 40 歳以上の者 

ウ 健康診査及び保健指導の対象者は、当該年度 40 歳未満の者で別途実施要領に定める条件に

該当する者、高齢者の医療の確保に関する法律第 7 条第 4 項の加入者又は同法第 50 条の被

保険者に含まれない 40 歳以上 74 歳以下の市民及び 75 歳以上の者とする。 

エ がん検診については、子宮頸がん検診は当該年度に 20 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女

性、乳がん検診は当該年度に 40 歳以上の偶数歳の誕生日を迎える女性、胃がん検診は胃部

エックス線検査については当該年度 40 歳以上の者、胃内視鏡検査については当該年度に 50

歳以上の偶数歳の誕生日を迎える者、肺がん・大腸がん・口腔がん検診は当該年度 40 歳以

上の者とする。 

 (2) 医療保険各法その他の法令に基づき、当該健康増進事業に該当する保健事業のサービスを受

けた場合、又は受けることができる場合は、本市における健康増進サービスの対象者から除く。 

 

５ 実施回数 

  この事業は、同一の受診者について 1 年に 1 回行う。ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検 

診、胃がん検診（胃内視鏡検査）は、同一の受診者について 2 年に 1 回行う。 

 

６ 実施方法 

  この事業の実施の細目については、各検診・健康診査について別に実施要領を定める。 

 

７ 費用の徴収 

(1)  この事業による検診・健康診査を受ける者又はその者の扶養義務者は、各検診・健康診査

を受診する際に、各検診・健康診査ごとに定められた下記の費用を負担することとする。 

(2) 負担する金額は次のとおりとする。 

  ア 歯周病検診………………………………………………………………   無料 

    イ 肝炎ウイルス検診………………………………………………………  無料  

ウ 健康診査及び保健指導 ………………………………………………… 1,000 円 

  エ がん検診    
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        胃がん検診（胃部エックス線検査）………………………  600 円 

        胃がん検診（胃内視鏡検査）………………………………   2,000 円 

        子宮頸がん検診 ……………………………………………    1,700 円 

        肺がん検診……………………………………………………   1,000 円 

                乳がん検診（40 歳代）………………………………………   2,000 円 

乳がん検診（50 歳以上）……………………………………   1,500 円 

        大腸がん検診 ………………………………………………      500 円 

        口腔がん検診 ………………………………………………   500 円 

 

（3）健康診査については次の者は自己負担金を徴収しないこととする。この場合において、これ

らの者は、保健所及び神戸市保健センター条例施行規則（平成 10 年規則第 92 号）第４条第

２項の規定にかかわらず、減額又は免除の申請を要しない。 

    ア  生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による被保護世帯に属する者及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第 30 号）による特定中国残留邦人等支援給付受給者 

    イ  後期高齢者健康診査の対象者 

ウ その他神戸市健康診査実施要領で定める者 

   

（4）がん検診については次の者は、自己負担金を徴収しないこととする。この場合において、こ

れらの者は、保健所及び神戸市保健センター条例施行規則第４条第２項の規定にかかわらず、

減額又は免除の申請を要しない。ただし、受診時に免除事由に該当することを証するために

市が指定する書類を提示するものとする。 

ア 当該年度 70 歳以上の者 

  イ 生活保護法による被保護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による特定中

国残留邦人等支援給付受給者 

  ウ 市民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯に属する者 

  エ 40 歳総合健診受診券の交付対象者 

  オ 神戸市国民健康保険又は全国健康保険協会兵庫支部が実施する特定健診と同日にがん検

診を受診する者（ただし肺がん検診にかかる費用に限る。） 

  カ 21 歳子宮頸がん検診無料クーポンの交付対象者 

 

 

８ 広 報 

   健康診査事業を実施するため、必要な広報及び受診勧奨を積極的に行う。 

 

９ 他の保健事業との連携 

   この事業の実施にあたっては、他の保健事業との連携を図り、その効果を高めるものとする。 

 

１０ その他 

   この要綱に定めのない事項については健康局長、福祉局長が定める。 

 

附 則  

１ この要綱は平成２０年４月１日から実施する。 

 

２「神戸市健康診査事業実施要綱」及びこの要綱に基づく要領は廃止する。 

 

附 則 この要綱は平成２１年４月１日から実施する。 

附 則 この要綱は平成２３年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２５年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２８年４月１日から実施する。 
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  附 則 この要綱は平成２９年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２９年１２月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成２９年１２月２５日から実施する。 

  附 則 この要綱は平成３０年６月１日から実施する。 

 但し、平成３０年５月３１日以前に６月１日以降の健診を申し込んだ上記７（３）ウに

該当する者は、改正後の制度を準用することができる。 

  附 則 この要綱は令和２年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は令和６年４月１日から実施する。 

  附 則 この要綱は令和７年４月１日から実施する。 
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胃がん検診（内視鏡検査）実施要領  

 

１ 趣旨  

この要領は、検診・健康診査実施要綱（以下「要綱」という。）に基づく胃がん検診

（内視鏡検査）（以下「検診」という。）を適切に実施するため、要綱に定めるものの

ほか、必要な事項を定める。 

  

２ 実施方法 

検診は、指定医療機関（以下「実施機関」という。）で行う。 

  

３ 対象者  

神戸市内に居住地を有する者のうち、50歳以上で当該年度に偶数歳の誕生日を迎える

者を対象とする。なお、次に定める者は、対象者から除外するものとする。 

（除外条件） 

（１）胃内視鏡検査に関するインフォームド・コンセントや同意書の取得ができない者 

（２）妊娠中の者 

（３）疾患の種類にかかわらず、入院中の者 

（４）消化性潰瘍など胃疾患で受療中の者（ヘリコバクター・ピロリ除菌中の者を含む） 

（５）胃全摘術後の者 

（６）咽頭、鼻腔などに重篤な疾患があり、内視鏡の挿入ができない者 

（７）呼吸不全のある者 

（８）急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患のある者 

（９）明らかな出血傾向またはその疑いのある者 

（10）収縮期血圧が極めて高い者 

高血圧治療中の場合、検査直前に血圧を測り、受検の可否を判断する。降圧 

剤処置後に内視鏡検査を行うことは可能だが、急激に血圧を降下させることはリス

クを伴う。 

（11）全身状態が悪く、内視鏡検査に耐えられないと判断される者 

（留意事項） 

・胃部分摘除後の受診者は、医療機関又は検診機関において経過観察中以外は症状

がなければ対象とする。 

・ヘリコバクターピロリ菌除菌後の受診者は、除菌後の年数にかかわらず、対象と

する。 

・胃内視鏡検査時に出血があった場合に、適切な止血処置が実施できない医療施設

では、抗血栓薬服用中の者は胃内視鏡検査の対象者から除外するものとする。 
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４ 実施回数 

  胃内視鏡検査は２年度に１回、受診することができるが、同一年度内においては胃部

エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれかを選択して受診するものとする。 

ただし、胃内視鏡検査を受診した翌年度は、胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査のい

ずれも受診できないものとする。 

 

５ 受診手続  

（１）受診希望者は、実施機関に直接申し出て受診する。 

（２）受診者は、検診受診時に実施機関に自己負担金を支払う。 

（３）受診者で自己負担金の支払いを要しないものの内、以下に該当する者は、それぞれ

に定める書類を検診受診時に実施機関に提示または提出することにより、自己負担な

しで受診することができる。 

①生活保護法による被保護世帯に属する者 

生活保護適用証明書又は生活保護法医療券を提示 

②特定中国残留邦人等支援給付受給者 

本人確認証又は特定中国残留邦人支援給付適用証明書を提示 

③市民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯に属する者 

市から交付を受けた無料受診券を提出 

 

６ 実施機関 

  実施機関は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル（日本消化器がん検診学 

会対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル作成委員会 編集）」に基づき、安全か 

つ適切に検診を実施するものとし、次に定める条件を全て満たすものとする。 

（１）内視鏡検査医師の資格は、次に定める①、②の条件いずれかを満たすこと 

① 日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学

会専門医のいずれかの資格を有する医師 

② 診療、検診にかかわらず概ね年間１００件以上の胃内視鏡検査を実施している医師 

（２）内視鏡の機器について画像をデジタル化できる機器であること、及び内視鏡器具の

洗浄・消毒について自動洗浄消毒機を使用すること 

（３）偶発症が発生した場合は速やかに最善の対応ができること 

 

７ 読影体制 

  胃内視鏡検診の精度を一定に保つため、全件のダブルチェックを必須とする。 

ダブルチェックは次のいずれかの方法により行う。 

（１）内視鏡画像を「神戸市胃がん検診読影委員会」に提出し、読影委員会の委員による

ダブルチェックを受ける 
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（２）検査を実施した医療機関において、検査医以外の医師によるダブルチェックを受ける 

ただし、ダブルチェックを実施する医師は、次に定める条件のいずれかを満たしてい 

るものとする。 

ア 日本消化器がん検診学会認定医の資格を有する医師 

イ 日本消化器内視鏡学会専門医の資格を有する医師 

８ 検診項目及び留意点  

（１）問診 

    検査に先立ち胃がん検診（内視鏡検査）受診票を用い、既往歴、現病歴、生活習慣、

検診受診歴などを確認する。 

（２）胃内視鏡検査 

① 撮影の基本原則 

ア 粘膜面はガスコン水などで十分に洗って、粘液や泡などに覆われない状態で撮   

影する。 

イ 胃内をくまなく撮影し、病巣がある場合はその性状が判別できる画像を記録し、 

読影委員会に記録した全画像を提出する。 

② 撮影方法 

ア 受診者が左側臥位での検査を原則とする。 

イ 胃内視鏡検診の観察範囲は食道・胃・十二指腸球部とする。悪性疾患の頻度の

少ない十二指腸下行部の観察を必須とはしない。 

ウ 撮影コマ数は食道・胃・十二指腸を含めて、40～50コマとする。 

  ③ 撮影注意 

   ア 胃内を漏れなく観察し、胃の全体像を網羅的・俯瞰的・系統的に撮影し、二次

読影に支障が出ないようにする必要がある。 

（３）留意点 

  ① インフォームド・コンセントの実施 

    受診者に対しては、検査の方法や利益・不利益などについて十分な説明を行い、

検査の同意を得る。同意は書面を用いて記録を残し、保管する。同意書には説明者

及び受診者の署名を記載する。 

  ② 生検の実施 

生検の実施については、次のとおりとする。 

ア 生検は医療保険給付の対象（平成15年7月30日厚生労働省医療課事務連絡）と

なるので、あらかじめ検診の自己負担額のほかに、生検実施に対する保険診療の

自己負担額が追加される可能性のあることを受診者に説明し、了承を得ておく。 

    イ 生検は、原則として、検査医が「胃がん疑い」と判断した場合に実施する。読

影委員会は、生検実施の妥当性を厳しく評価して、不要・過剰な生検の低減に努

め、同時生検の実施率を厳格に管理しなければならない。 
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    ③ 色素散布 

   ア 病変の性状をより詳しく観察するため、検診に引き続いて生検を実施する場合

には、色素散布（0.4％インジゴカルミンを２～５倍に希釈したものを散布）を

行ってもよい。 

イ 食道粘膜へのルゴール散布は傷害が発生する可能性があり、胃内視鏡検査では

避けること。 

 

９ 前処置 

（１）消泡薬ならびに粘液除去薬の内服 

ジメチコンシロップ（ガスコンドロップ）４ｍＬを10倍～20倍希釈し、40～80ｍL服

用させる。 

（２）鎮痙薬など 

① 心疾患、緑内障、前立腺肥大、甲状腺機能亢進症などの疾患のない場合は、消化

管の蠕動や唾液の分泌を抑制するための、鎮痙薬（ブスコパンなど）の使用は差し

支えない。 

② 心疾患、緑内障、前立腺肥大症の受診者には、グルカゴンを使用することができ

る。ただし、褐色細胞腫の患者には禁忌である。 

（３）鎮痛薬・鎮静薬 

原則として、鎮痛薬（オピオイド系など）・鎮静薬（ベンゾジアゼピン系など） 

は使用しない。 

（４）経口内視鏡の麻酔 

① 通常、咽頭麻酔はキシロカイン ビスカスで行う。咽頭に保つ方法と飲用する方

法（２回程度ゆっくり飲み込む）があるが、各検診機関で通常行っている方法で行

う。 

② キシロカインスプレーは濃度が高い上に、吸収が良いためアレルギー性ショック

や中毒に十分注意する必要がある。 

③ ビスカスやスプレーなどを併用する場合であっても、キロカインの総量の上限は

200㎎とする。 

（５）経鼻内視鏡の麻酔 

① 局所血管収縮薬 

経鼻内視鏡では、0.005％ナファゾリン硝酸塩などの局所血管収縮薬を両側の鼻腔

内に点鼻（2，3滴）しておく。その際の体位は薬剤の耳管への逆流を防ぐため座位

で行う。 

② 鼻腔麻酔 

経口内視鏡の場合と同様に、キシロカインの総量の上限は200㎎とする。 

③ 咽頭麻酔 
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検査医が判断した場合は、鼻腔麻酔とあわせてキシロカイン総量が200㎎以内であ

れば咽頭麻酔を行ってもよい。

10 機器の管理

（１）洗浄・消毒の方法

① 内視鏡ははじめに用手で洗浄する。

ア 検査終了後内視鏡システムから取り外さず、内視鏡の外表に付着する血液や粘

液を除去する目的で、洗浄液を含ませたガーゼで内視鏡表面を十分に拭き取る。

イ 吸引ボタンを操作して内視鏡先端から洗浄液200ｍL以上を吸引し、さらに送水・

送気チャンネルに水と空気を交互に送り清掃する。

エ 洗い場に移動し、内視鏡全体を水に浸けるため防水キャップを装着し、水漏れ

テストを実施する。

オ 吸引・鉗子チャンネル内をブラッシングして汚れを落とす。

カ 洗浄後、内視鏡外表やチャンネル内は、水道水を用いたすすぎを十分に行う。

送水・送気ボタン、吸引ボタン、鉗子栓、副送水キャップ、吸引切り換えレバー、

逆流防止弁などは防水キャップを付けたまま取り外し、別途洗浄と消毒を行う。

キ この後に、自動洗浄消毒機を使用し、洗浄消毒をする。

ク 一日の検査が終了後に消毒を終えた内視鏡に関しては、各管路内に消毒用エタ

ノールを注入後、送気送水を行って乾燥させる。

② 洗浄消毒には高水準消毒液が推奨される。

（２）内視鏡の保管

内視鏡を十分に乾燥させた後、保管庫に吊り下げる。内視鏡室は常に清潔にして消

毒を行った機器の再汚染を起こさないよう留意する。

（３）内視鏡処置具

ディスポーザブル用に作製されたものの再生利用はしないこと。再生利用可能な処

置具は、洗浄液とブラシで十分に不着粘液などを落とし、用手洗浄のみでは汚染除去

が不十分なために超音波洗浄を加える。超音波洗浄後、潤滑剤を塗布した処置具はオ

ートクレープで滅菌を行う。素材によりオートクレープによる加熱に堪えない器具に

対しては、エチレンオキサイドガス（ＥＯガス）などでの滅菌を実施する。

11 偶発症

（１）偶発症対応への準備

① 検査同意書の取得：偶発症が起こりうることを明記しておく。

② 偶発症を意識した問診：既往歴、検査歴、服用薬（特に抗血栓薬）、アレルギー

の有無、歯科治療における麻酔時の状況など。

③ 胃内視鏡検査時は鎮痙薬などの使用はひかえるのが望ましいが、使用する場合に
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は、使用上の注意事項を熟知し、思わぬ副作用などに備える必要がある。 

ア 鎮痛薬・鎮静薬は原則使用しない。 

イ 呼吸停止、心停止への備えは常に必要であり、酸素、バッグバブルマスク（Ｂ

ＶＭ）、気管挿管セット、心電図モニター、除細動器（ＡＥＤ）など救命救急設

備は備えておく必要がある。 

ウ 救急カートを近くに置き、輸液、強心剤など必要な医薬品を常備する。 

エ 検査時間に余裕をもたせ、常に準備を怠らないことが必要である。 

オ 救急カートを点検し、定期的に緊急対応の訓練を行う。 

（２）偶発症への対応 

  ① 頻度の高い偶発症 

ア 鼻出血 

頻度は高いものの軽微な出血が大部分である。検診実施機関は実情に合わせて、 

あらかじめ適切な対応マニュアルを整備しておくこと。 

イ 生検や粘膜裂創による出血 

生検を行った場合には、必ず止血を確認した上で内視鏡を抜去する。また、検

査医は内視鏡的止血術に習熟し、機材などの準備を整えておくこと。 

  ② 重症例の偶発症 

   ア アナフィラキシーショック 

厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル アナフィラキシー（平成20年

３月）」の治療手順によって治療する。 

   イ 呼吸抑制 

     上部消化管における前処置による死亡例は、鎮痛薬・鎮静薬使用によることが

多い。従って、胃内視鏡検診において、鎮痛薬・鎮静薬は原則使用しない。 

（３）偶発症の報告 

① 検診実施機関は神戸市胃内視鏡検診運営委員会（事務局：神戸市医師会事務局）

へ胃内視鏡検診に伴う偶発症の報告をすること。 

② 検査の中断や処置（投薬、点滴、鼻出血処置など）、病院紹介など何らかの対応

が必要であった偶発症はすべて報告する。 

③ 入院を要しないまでも何らかの処置（対応）を要したものすべてを対象とする。 

 

12 結果判定 

（１）生検 

胃内視鏡検査施行時の生検の有無を記載する。 

（２）判定基準 

「胃がんなし」「胃がん疑い」「胃がんあり」「胃がん以外の悪性病変」の4段階と

する。胃潰瘍など明らかな良性病変は「胃がんなし」、悪性病変であっても胃がんと

－ 37 －



－ 37 －

は識別し「胃がん以外の悪性病変」とする。 

（３）診断名 

診断名は必要に応じて記載する。特に、「胃がんなし」の場合には、胃十二指腸潰

瘍などの良性病変として治療あるいは経過観察が必要な病変、「胃がん以外の悪性病

変」としては、食道がん、悪性リンパ腫などがありうる。 

（４）総合判定 

二次読影医師は、検査医から提出された画像のダブルチェックを行い、 

検査医の診断や生検の妥当性を検証し、総合判定を行う。また、ピロリ菌感染が疑わ

れた場合（ヘリコバクター感染「現感染」「既感染」に該当した場合）は、「ピロリ

菌感染疑いあり」に記載を行う。 

（留意事項） 

内視鏡検査医と二次読影医師の判定結果が異なる場合もありうるが、原則ダブルチェック

の判定結果を最終判定とする。 

 

13 結果報告 

（１）検査後の説明 

胃内視鏡検診の検査医は、検査終了時に、検査の概要、生検の有無について説明を

行う。検査結果はダブルチェックにより最終的な判断が決定するため、検査時と最終

的な判定が異なった場合には、検査医が検査画像を提示しながら、対面で詳細な説明

を行う。 

（２）受診者への結果報告 

受診者には、読影委員会による最終判断に基づき、「判定」の情報を通知する。ま

た、「判定」に対応した事後指導を付加する。診断名は必要に応じて記載する。 

結果通知は、検査医が対面で検査記録を提示しながら、その説明を行う。困難な場合

は郵送による伝達も可能であるが、「胃がんあり」、「胃がん疑い」、「胃がん以外

の悪性病変」例については、対面による受診者への個別説明が必要である。 

 

14 研修 

   胃内視鏡検診に従事する医師、メディカルスタッフ（看護師、臨床検査技師など）は、 

研修会に参加し、がん検診に関する知識に習熟するよう努める。 

 

15 検診データベース 

（１）検診データの管理 

① 胃内視鏡検査 

胃内視鏡検査の記録（電子媒体など）及び生検の記録、精密検査依頼書コピーは、

原則的に胃内視鏡検診実施の医療機関で保管する。 
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② 検診データベースの構築 

     市は医療機関における胃内視鏡検診の実施状況を把握するとともに、その後の追

跡調査を実施する。 

 

（２）追跡調査 

胃内視鏡検診では、特に精検受診者数、発見がん数については継続的な調査が必要

となる。市は発見胃がんに関する情報（診断日、治療方法、進行度、病理など）の詳

細情報を継続的に収集する。 

 

16 精密検査  

（１）精密検査機関は、治療までできることを条件として広域的な見地から別に指定する。 

（２）精密検査機関は、精密検査の受診結果、治療の状況等必要な事項について市に報告する。 

 

17 事業評価 

検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施することが不可欠であ 

ることから、「神戸市胃内視鏡検診運営委員会」にて、国の示す「事業評価のための

チェックリスト」等に基づき検討を実施し、精度管理の充実に努める。 

 

18  その他  

  この要領の定めのない事項については、健康局長が定める。 

  

 

附 則 この要領は、平成29年12月１日から実施する。 

 

  附 則 この要領は、令和２年４月１日から実施する。 

 

  附 則 この要領は、令和３年４月１日から実施する。 

 

  附 則 この要領は、令和４年４月１日から実施する。 

 

附 則 この要領は、令和６年４月１日から実施する。 

 

附 則 この要領は、令和８年４月１日から実施する。 
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650-8570 受診券
じゅしんけん

整理番号
　せいりばんごう

様
B8200005

受診日
じゅしんび

当日
とうじつ

は、必
かなら

ずこの受診券
じゅしんけん

を持参
じさん

し、受付窓口
うけつけまどぐち

へ提出
ていしゅつ

してください。

必
かなら

ず予約
よ や く

をしてください(予約
よ や く

先
さき

は裏面
り め ん

をご覧
らん

ください）。

健康診査
けんこうしんさ

と一緒
いっしょ

に以下
い か

の検査
けんさ

を希望
きぼう

する場合
ばあい

はチェック☑を入
い

れてください。

（年に一度は受けるようにしましょう）
　 ねん　　　　いちど　　　 う

(過去
か こ

に受
う

けたことが無
な

い方
かた

のみ)

申 込 期 限 令和9年3月12日 申 込 期 限 令和9年3月31日 申 込 期 限

サンノミヤ　ハナコフ リ ガ ナ サンノミヤ　ハナコ フ リ ガ ナ サンノミヤ　ハナコ フ リ ガ ナ

〒

神戸市中央区加納町６丁目５－１
三宮　花子

神戸市
こ う べ し

健康診査
け ん こ う し ん さ

（集団健診
し ゅ う だ ん け ん し ん

） 受診券
じ ゅ し ん け ん

B8200005

氏名
フリガナ

サンノミヤ　ハナコ

女 生年月日 昭和50年8月3日
三宮　花子

住　所
〒 650-8570

神戸市中央区加納町６丁目５－１

交付年月日 令和7年4月1日 交付場所 東灘福祉事務所

費用 有効期限自己負担０円
 じ   こ  ふたん　　 えん

（医療扶助または医療支援給付適用）

令和9年3月31日

B8200005 受診券整理番号 B8200005 受診券整理番号

切
き

り取
と

らずに健診
けんしん

当日
とうじつ

、このままご提出
ていしゅつ

ください。

神戸市大腸がん検診 神戸市乳がん検診
受診券（郵送方式） 受診券

神戸市胃がん検診
受診券（バリウム)

(医療機関では使用できません)

胃がん検診(バリウム)

B8200005

(医療機関では使用できません) (医療機関では使用できません)

大腸がん検診 乳がん検診

昭和50年8月3日

氏 名 三宮　花子 氏 名 三宮　花子 氏 名 三宮　花子

生 年 月 日 昭和50年8月3日 生 年 月 日 昭和50年8月3日 生 年 月 日

令和9年3月31日

受診券整理番号

性 別 女

住 所 神戸市中央区加納
町６丁目５－１

住 所 神戸市中央区加納
町６丁目５－１

住 所

□胸部X線健診（結核健診）
　　きょうぶ　 せんけんしん      けっかくけんしん

□肝炎ウイルス検査
　　かんえんういるすけんさ

神戸市（令和８年度医療扶助または医療支援給付適用） 神戸市（令和８年度医療扶助または医療支援給付適用） 神戸市（令和８年度医療扶助または医療支援給付適用）

連 絡 先 00000000000 連 絡 先 00000000000 連 絡 先 00000000000

神戸市中央区加納
町６丁目５－１

性 別 女 性 別 女

令和８年度 東灘福祉事務所
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